
議案第11号 

大府市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

大府市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

令和８年２月24日提出 

大府市長 岡 村 秀 人 

大府市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

大府市職員の退職手当に関する条例（昭和50年大府市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（勤続期間の計算） （勤続期間の計算） 

第７条 略 第７条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地

方公務員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）

第２条に規定する者をいう。以下同じ。）（以下「職員以外の地方公務員

等」と総称する。）が引き続いて職員となった場合で、市長が規則で定め

るときにおけるその者の職員以外の地方公務員等として引き続いた在職

期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務

員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計

算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等と

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地

方公務員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）

第２条に規定する者をいう。以下同じ。）（以下「職員以外の地方公務員

等」と総称する。）が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員

以外の地方公務員等として引き続いた在職期間を含むものとする。この場

合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期

間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる

期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間と



改正後 改正前 

しての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職によ

り、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けていると

きは、当該給与の計算の基礎となった在職期間（当該給与の計算の基礎と

なるべき在職期間がその者の在職した地方公共団体等の退職手当に関す

る規定又は特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第

118号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。）

の退職手当の支給の基準（同法第48条第２項又は第51条第２項に規定する

基準をいう。以下同じ。）において明確に定められていない場合において

は、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に

12を乗じて得た数（１未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て

る。）に相当する月数）は、その者の職員としての引き続いた在職期間に

は含まないものとする。 

して計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退

職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎

となった在職期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者の

在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政

法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第２項に規定

する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準

（同法第48条第２項又は第51条第２項に規定する基準をいう。以下同じ。）

において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の

日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数（１未満

の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）は、

その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。 

(１)～(７)  略 (１)～(７)  略 

６～９  略 ６～９  略 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大府市職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に職員となった者について適用し、同日前に職員となった者につい

ては、なお従前の例による。 


